
 
                                                                     

（令和 6年 10 月 15 日発表） 

                   

葵区日向地内不適切盛土にかかる戒告書の交付 

別紙資料 別紙１これまでの経緯、別紙２位置図、別紙３各法令抜粋 

 

 

 

 

◆内容 

１ 要旨 

市は、令和5年11月15日、葵区日向地内の不適切盛土に対して、森林法第10条

の３の規定に基づき、「原形復旧」又は「静岡市林地開発許可審査基準に適合  

する復旧工事の実施」を命令（「復旧命令(監督処分)を発出)しましたが、これ

まで、行為者は命令に従っていません。※別紙1「これまでの経緯」参照 

同様に静岡県砂防指定地管理条例に基づく原状回復を命令していた静岡県と

協議が整ったことから、行為者に対して、行政代執行法に基づく事前手続き・

命令の履行の督促となる「戒告書」を、本日付で発出しました。 

 

２ 戒告書の概要 

（１）戒告を受ける者（行為者） 

有限会社富田
と み た

建材
けんざい

 取締役 富田生一
とみたしょういち

 

（２）戒告の内容 

ア 令和6年11月5日までに、日向地区の森林法第10条の2第1項の違反(森林

の改変面積が1haを超える開発行為を静岡市長の許可を得ずに行った 

違反行為)に対し、復旧計画書の提出及び復旧工事に着手すること。 

イ 履行しないときは、行政代執行法第2条の規定に基づき、市が履行(代

執行)を実施する。 

ウ 代執行に要する全ての費用は、行政代執行法第5条の規定に基づき、 

費用を徴収する。 

（３）戒告日 

令和6年10月15日 

（４）根拠条文 

行政代執行法第3条第1項 

 

３ 今後の予定 

行為者が、復旧工事に着手しない場合は、行政代執行法第3条第2項に   

基づく「代執行令通知」の監督処分を行い、行政代執行法第2条により「行政

代執行」を執行します。 

【問合せ】森林政策課 治山係(清水庁舎６階) 

担当 森、岩崎、大須賀 

電話 054-354-2145 

報道資料 



 
別紙１ 

葵区日向地内不適切盛土にかかるこれまでの経緯 

 

静岡市では、令和 3(2021)年 7 月の熱海市伊豆山土砂災害を受け県が実施  

した「盛土による災害防止のための総点検」により、葵区日向地区の盛土の森林

法違反の可能性を認知しました。 

 

市は、測量等の調査を進め、令和 4(2023)年 12月には、森林開発区域が約 5.2ha

に及んでいることを確認しました。１ha を超える森林開発を行う際には、森林

法に基づく市の許可が必要ですが、本件盛土の行為者は、許可を受けていません。 

このことから、市から行為者に対し、令和 5(2023)年 1 月 6 日に森林の開発 

行為の中止と緊急防災工事の実施、恒久復旧計画書の提出を求める行政指導を

行いました。 

 

令和 5(2023)年 11 月 15 日、市から行為者に対し、森林法第 10 条の 3 の規定

に基づき、 「原形復旧する旨の計画書」又は「静岡市林地開発許可審査基準及び

一般事項に適合する 復旧計画書」を作成して、市の承認を受けた上で工事に 

着手するように命ずる「復旧命令」（監督処分）を発出しました。 

令和 5 年 11 月 28 日に、行為者から市に対し、復旧計画書が提出されました

が、その計画書は、市が義務付けた「原形復旧する旨の計画書」又は「静岡市  

林地開発許可審査基準及び一般事項に適合した事項」の記載がないものでした。 

このため、同年 12 月 12 日に、市から行為者に対し、不承認通知書を発出しま

した。 

 

同様に静岡県砂防指定地管理条例に基づく原状復帰を命令していた静岡県と

協議が整ったことから、令和 6(2024)年 10 月 15 日、市から行為者に対し、行政

代執行法第 3条第 1項に基づく「戒告」を発出します。 
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